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農林水産委員会会議記録 

 

                     農林水産委員会委員長 髙橋 孝眞 

 

１ 日時 

  平成 28年４月 13日（水曜日） 

  午前 10時２分開会、午後２時 17分散会 

  （うち休憩 正午～午後１時３分） 

２ 場所 

  第２委員会室 

３ 出席委員 

 髙橋孝眞委員長、田村勝則副委員長、佐々木順一委員、髙橋元委員、 

菅野ひろのり委員、嵯峨壱朗委員、川村伸浩委員、渡辺幸貫委員、高田一郎委員、 

吉田敬子委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  小原担当書記、神田担当書記、工藤（祝）併任書記、工藤（亘）併任書記、 

森山併任書記 

６ 説明のため出席した者 

紺野農林水産部長、小岩農政担当技監兼県産米戦略室長、 

上田副部長兼農林水産企画室長、伊藤農村整備担当技監兼農村計画課総括課長、 

阿部林務担当技監、五日市水産担当技監兼水産振興課総括課長、 

佐藤競馬改革推進室長、高橋理事心得、黒田参事、及川参事兼団体指導課総括課長、

中村農林水産企画室企画課長、小島農林水産企画室管理課長、 

菊池団体指導課指導検査課長、伊藤流通課総括課長、中南農業振興課総括課長、 

菊池農業振興課担い手対策課長、髙橋農業普及技術課総括課長、 

鷲野農村計画課企画調査課長、千葉農村建設課総括課長、髙橋農産園芸課総括課長、

松岡農産園芸課水田農業課長、藤代畜産課総括課長、菊池畜産課振興・衛生課長、 

佐々木林業振興課総括課長、佐々木森林整備課総括課長、及川森林整備課整備課長、

漆原森林保全課総括課長、赤平水産振興課漁業調整課長、志田漁港漁村課総括課長、

阿部漁港漁村課漁港課長、佐々木競馬改革推進室競馬改革推進監、 

星野県産米戦略室県産米戦略監 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 
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 (1) 継続調査 

  ア 岩手県果樹農業振興計画について 

  イ 岩手県酪農・肉用牛生産近代化計画について 

９ 議事の内容 

○髙橋孝眞委員長 ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 

 この際、本委員会の書記に異動がありましたので、新任の書記を紹介いたします。 

 小原担当書記。 

 神田担当書記。 

 小島併任書記。 

 工藤併任書記。 

 工藤併任書記。 

 森山併任書記。 

 次に、先般の人事異動により新たに就任された執行部の方々を御紹介いたします。 

 初めに、新任の紺野由夫農林水産部長を御紹介いたします。 

○紺野農林水産部長 紺野でございます。よろしくお願いいたします。 

○髙橋孝眞委員長 続きまして、新任の鈴木浩之理事をご紹介いたします。 

○鈴木理事 鈴木でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○髙橋孝眞委員長 紺野農林水産部長から農林水産部の新任の方々を御紹介願います。 

○紺野農林水産部長 それでは、紹介させていただきます。 

 小岩一幸農政担当技監兼県産米戦略室長。 

 阿部義樹林務担当技監。 

 黒田敏彦参事。 

 及川健一参事兼団体指導課総括課長。 

 小島純農林水産企画室管理課長。 

 中南博農業振興課総括課長。 

 千葉匡農村建設課総括課長。 

 藤代克彦畜産課総括課長。 

 菊池伸也畜産課振興・衛生課長。 

 佐々木誠一森林整備課総括課長。 

 及川竜一森林整備課整備課長。 

 漆原隆一森林保全課総括課長。 

 赤平英之水産振興課漁業調整課長。 

 志田悟漁港漁村課総括課長。 

 佐々木真一競馬改革推進室競馬改革推進監。 

 以上をもちまして、新任職員の紹介を終わります。 

○髙橋孝眞委員長 以上で執行部職員の紹介を終わります。御苦労さまでした。 
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 これより本日の会議を開きます。本日はお手元に配付いたしております日程により会議

を行います。 

 初めに、岩手県果樹農業振興計画について調査を行います。調査の進め方についてであ

りますが、執行部から説明を受けた後、質疑、意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、当局から説明を求めます。 

○髙橋農産園芸課総括課長 岩手県果樹農業振興計画について説明させていただきます。 

 策定の趣旨についてでありますが、この計画は国が果樹農業振興特別措置法に基づき平

成 27年４月に新たな果樹農業振興基本方針を定めたことを受けまして、県としまして旧計

画を見直し、平成 28年３月に新たな岩手県果樹農業振興計画を策定したものでございます。 

 計画の期間は平成 28年度から平成 37年度までの 10年間でございます。 

 計画の目標につきましては、そこに示してありますとおり五つの品目について目標を立

てております。リンゴが本県の産出額の８割以上を占める基幹品目であること、ブドウが

それに次ぐ品目でございます。桜桃は県北地域を中心に振興を図る品目でございますし、

桃につきましては今後温暖化にも対応し、生食用を拡大するということで果樹振興上、重

要な品目ということで掲げてございます。あわせて地域特産果樹について目標を掲げてご

ざいます。詳細な目標や内容につきましては後ほど説明させていただきます。 

 次に、４の取り組み内容についてでございますが、 (１)から(４)までが生産面での取り

組みで、(５)から(７)までが流通、販売面での取り組みでございます。 

 詳しい内容につきましては、次のページで説明をさせていただきます。本県のリンゴは

栽培面積で全国第３位であるということでございますが、収穫量としては６％ほどの低い

シェアとなっています。しかし、全国一の矮化栽培の普及率という強みを生かしまして、

高品質なものを効率よく生産することで、品質で勝負する生産性、市場性の高い産地づく

りを推進するということを重点項目としてございます。 

 基本的な考え方については三つの事項を掲げてございます。単収の向上を図り、生産量

を維持すること。高品質な果実生産を推進すること。さらには経営体の規模拡大、生産構

造改革を推進することでございます。 

 (２)の推進方針についてです。アの担い手への支援につきましては、（ア）の①、②でご

ざいます。園地の出し手と受け手のリストアップをしまして、そのマッチングを図りなが

ら国の補助事業等を活用して農地の集積を図ります。それから新植、改植を進めまして、

担い手の経営規模拡大を進めてまいりたいと考えてございます。あわせまして、③では経

営規模拡大にあわせて省力化技術の導入や普及。⑤では、新規栽培者の掘り起こしを掲げ

てございます。 

 それから、(ウ)でございますが、産地の維持のためには小規模経営体への支援も重要と

考えてございまして、特に既存の共同防除組織等への支援等を進めることとしてございま

す。 

 イの産地構造改革の推進につきましては、先ほどの担い手の経営規模拡大と関連します
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が、雇用労力の確保の支援に取り組んでまいります。 

 さらに、重点的な課題としましては、ウの消費者ニーズに対応した果樹生産の推進でご

ざいます。これにつきましては、具体的には(ア)のところでございますが、県で育成しま

したオリジナル品種、紅いわてや岩手４号、それにあわせて県以外で育成しました、はる

かや紅ロマンなどの市場性の高い優良品種を導入しまして、これらの拡大を図っていきた

いと考えてございます。 

 さらに、(ウ)では新技術の普及、例としましては優良品種の迅速な普及に向けまして、

大苗移植という技術がございますが、これによって早期成園化技術の開発、普及を進めて

まいります。さらに、安全、安心な果実の生産ということを盛り込んでございます。 

 エにつきましては、経営安定対策の推進ということで、特に自然災害、鳥獣被害に強い

生産体制の整備について盛り込んでございます。 

 ここまでが生産面での取り組みについてでございます。 

 続きまして、オからが流通、販売面での取り組みでございます。まずオにつきましては

市場競争力の強化ということで、②の光センサー選果機等の整備による内部品質を確保し

た集出荷体制の構築支援を行うということです。具体的にはブランド商品の拡大と関連し

ますが、内部品質を重視したプレミアム商品、冬恋というリンゴでございますが、これら

の差別化販売の促進を考えております。冬恋につきましては、はるかという品種の糖度や

蜜入り指数の基準を設け、それをクリアしたものをこのブランド名で販売しております。

ブドウの場合はシャインマスカットという品種がございますが、これが非常に食味がよく

大粒で、皮ごと食べられるというよさを持っております。このような新しい品種を拡大し

てブランド商品を開発、それから消費拡大につなげてまいりたいということでございます。 

 あわせまして、出荷期間の拡大ということにつきましては、鮮度保持剤が開発されてお

りますので、これを利用して長期出荷に向けていきたいということでございます。 

 (エ)では、多様な販路確保の促進を盛り込んでございます。 

 (オ)では今後進める項目としまして、加工業者との連携の促進をします。①では県内で

ワイナリーが非常にふえてきている状況でございますので、ワイン専用品種の生産拡大を

記載しております。②では、例えばリンゴのシードル等、多様な加工品開発に向けた研究

の実施ということを盛り込んでございます。 

 カでは果実の輸出促進についても載せてございますし、キでは県産果実の消費、需要拡

大対策の推進についても盛り込んでございます。 

 次に、果実の生産目標についてでございますが、下の米印のところに生産目標の考え方

を示してございます。リンゴにつきましては、担い手の規模拡大と園地の集約、先ほど御

説明しました内容で園地の若返り等を図り、そうすることで改植分の収量が増加し、生産

量を徐々に増加させるということです。それから、ブドウにつきましては有望な品種への

改植や贈答用品種の作付拡大を推進してまいります。桜桃につきましては、施設化の推進

により品質を向上させ、生産量を増加させるということでございます。桃につきましては、
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これまで加工用品種が中心でございましたが、温暖化に対応して生食用の品種への転換を

進めるということです。地域特産果樹につきましては、西洋梨、日本梨、ブルーベリー、

柿、梅の合計でございます。 

 さらに、３ではこれら主要品目ごとの推進方針をそれぞれ掲げてございますが、それら

の取り組みの内容を計画に盛り込んでございます。具体的には(１)から(５)にお示しした

とおりでございますので、お目通しをお願いいたします。 

 説明は以上です。 

○髙橋孝眞委員長 ただいまの説明に対し、質疑、意見等はありませんか。 

○嵯峨壱朗委員 栽培面積が減っているのに、生産量がふえているものがありますが、こ

の計画の目標どおりうまくいくものなのでしょうか。また、桜桃と桃は何が違うのですか。 

○髙橋農産園芸課総括課長 桜桃と桃につきましてですが、桜桃はいわゆるサクランボの

ことでございまして、生産のときには桜桃という呼び方をしております。 

 目標につきましては、例えばリンゴでありますと栽培面積が若干減少しておりますが、

生産量としては５万トンとふえます。これは単位面積当たりの収量が増加する計画になり

ます。先ほど御説明いたしましたが、改植等によりまして園地の若返りを図っていくこと

を重点的に進めるということを盛り込んでおりますので、それにより単位面積当たりの生

産量が増加する計画を立てているものでございます。 

○嵯峨壱朗委員 推進方針で(２)のアの担い手への支援とあり、イでは雇用労力の確保と

あります。ただし、高齢化と人口減少によって、いい計画目標かもしれないですけれども、

担い手の確保はなかなか難しいと思います。労働力不足はこの業界だけではなくて、全て

の業種にわたると思うのですけれども、そこはどう想定されているのでしょうか。 

○髙橋農産園芸課総括課長 新たな生産者の掘り起こし等についてでございますが、例え

ばリンゴであれば２ヘクタール以上の生産規模であればおおむね 1,000万円以上の売り上

げが確保できるのではないかと考えてございまして、そのような経営を目指す担い手の

方々に集中的に支援をしてまいりたいと考えてございます。２ヘクタールという規模を達

成するために農地の集積等を進めて、それによりまして今申し上げたような収益が上がっ

てくるように進めるということを考えてございます。 

 収益が上がれば若い人にとっても魅力のある分野になってくるということで、それらを

紹介しながら新たに栽培者を目指す人を掘り起こしてまいりたいと考えてございます。特

に本格的な果樹地帯では 30 代、40 代の若手の生産者も育ってきつつありますので、新規

栽培者の掘り起こしも進めてまいりたいと考えております。 

 それらも含めまして、目標の栽培面積は大幅にふやしているものではございませんので、

現実的に達成できるように取り組める数値として定めているものでございます。 

○嵯峨壱朗委員 食えるのであれば新しい生産者も出てくるだろうというのはそのとお

りだと思います。ただ、人数がふえればいいのですけれども、規模拡大をすることによっ

て、一定の面積と量を確保するという認識でいいのでしょうか。 
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 それから雇用労力というのは、これは栽培者とは違うのですか。 

県産果実の輸出促進というのがあります。台湾への果実の輸出は青森県産だけですよね。

何か理由があってのことだと伺いましたが、現在岩手県産のリンゴは台湾へ輸出されてい

るのでしょうか。 

○髙橋農産園芸課総括課長 担い手につきましては、生産者がどんどんふえるという状況

ではございません。そのため、産地の構造改革を進め、もう少しで２ヘクタール以上の規

模になる方々を重点的に支援をしていきたいと考えてございます。そういった規模拡大に

伴いまして、家族経営だけでは賄えないということで、雇用労力の確保が必要になってま

いります。それをパートで雇用する場合や長期に雇用する場合などさまざまあると思いま

すが、そのような雇用労力の確保についても支援が必要になってくるということで、この

計画に盛り込んでおるところでございます。 

○伊藤流通課総括課長 台湾向けリンゴの輸出の件でございます。台湾向け輸出につきま

しては、平成 20年度までは岩手県からも輸出されておりました。平成 21年度に台湾の輸

入食品検査の中で、もともとは青森県産のリンゴが不適合になるという事態が発生しまし

た。このときに日本からの輸入につきましては農薬の基準が示されたため、台湾側が示し

ました農薬の基準をクリアしなければならない問題があります。また、袋がけや農地の特

定などの基準が設けられています。岩手県としては台湾に対する輸出のコストや利益を考

えると、台湾向け輸出の条件をクリアすることができないというのが現状でございます。 

○嵯峨壱朗委員 輸出条件をクリアするためにはコストがかかるから台湾はだめだけれ

ども、コストがかからない香港やタイはいいということですか。 

 県北は山ブドウの栽培が盛んです。地域特産果樹という位置づけになっているようです

が、ブドウには入らないのですか。 

○伊藤流通課総括課長 台湾向けの輸出の件でございます。今まで使っていた農薬が使え

ないとなりますと、リンゴ自体の生産性の問題が出てきます。例えば 100％とれていたも

のが８割減になってしまうということがあります。また、袋がけしなければならないとい

うことで、労力的な問題もあります。実は全農などに対しては、台湾の消費者から輸出に

ついての打診がないわけではございません。ただ、卸値の部分に関してはどちらかという

と岩手県産は青森県産リンゴの補完的な状況にあるということで、青森県産よりも売値が

低くなってしまう状況での交渉でございます。そのため、十分注視しながら、農家にとっ

て利益になるような輸出でなければいけないわけでして、促進は難しいという状況でござ

います。 

○髙橋農産園芸課総括課長 ブドウと山ブドウについてでございますが、ブドウにつきま

しては従来から本県の主力品目でございまして、産出額で９億円ほどございます。山ブド

ウにつきましては、地域特産的な形で栽培地域も限られておりますし、特産的な分類で生

産振興が図られてきております。そのため分けて計画を策定させていただきました。 

○嵯峨壱朗委員 山ブドウというのはここ 20 年ぐらい、県で栽培を進めて県北地域で多
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く生産されている状況になっています。山ブドウ栽培は気候的に県北地域がいいだろうと

いうことで進めた経緯があると思うのです。山ブドウは加工に回すのがほとんどですけれ

ども、加工に回した場合の１キログラム当たりの価格が非常に安く、せっかく生産しても

採算が合わないという状態なのです。山ブドウ生産は県の方針で意識的に進めたと思って

います。換金性の高いものであればよかったのですが、実際にはそうなっていません。こ

こ数年、力を入れているのは知っていますが、成果がいま一つ出ていないと感じておりま

すので、ぜひ今後とも振興に力を入れていただきたいと思います。 

○髙橋農産園芸課総括課長 委員御指摘のとおり、山ブドウにつきましてはいろいろな支

援をしまして、生産をふやしたという経緯はございますが、それらにいかに付加価値をつ

けて販売するかというところが一番の課題だと認識してございます。食品メーカーとの提

携やワイン製造で新たな動き等も出てきておりますので、それら高付加価値化に向けた取

り組みを一層加速化させまして、農家の所得が上がる取り組みを進めていく必要があると

考えてございます。 

○髙橋元委員 主力のリンゴについて質問します。生産の現状はどうなっているでしょう

か。温暖化の影響で、例えばふじなどの品種はあと何度ぐらいまで耐えられるのでしょう

か。まだしばらくは大丈夫なのか、その辺はどういう見通しなのですか。 

○髙橋農産園芸課総括課長 温暖化の影響はございます。具体的な影響としましては赤い

品種だと色づきが悪くなるとか、日較差がなくなると味がよくならないということがござ

います。南の産地はそういうことで苦労しているところもあると聞いておりますが、そう

いう気候に適した品種の開発も進めながら、いつまでということはなかなか申し上げられ

ませんが、当県は当分の間は大丈夫ではないかと考えてございます。 

○髙橋元委員 それを聞いて少し安心しました。またこの 14ページに 10アール当たりの

生産量と労働時間の表が載っておりますけれども、これ見ますと例えば桜桃と桃というの

は 10アール当たりの労働時間かなり多くなっています。これとは別にこれらの 10アール

当たりの平均収益はどうなっているでしょうか。 

○髙橋農産園芸課総括課長 15 ページにリンゴの基準的な収益を示させていただいてお

ります。その他につきましては今手元に資料ございませんので、後ほど示します。 

○髙橋元委員 計画ではほぼ横ばいという数値になっているようで、その横ばいのところ

を推測するに当たり、労働時間はかなりかかるので、単収の利益と比較してなかなか拡大

しにくいのではないかと思ったので、お尋ねしました。 

 それから桃も桜桃もしっかりとした戦略を練っていかなければならないと思っています

けれども、どういうところが課題で、どういうところに力を入れていこうとしているのか、

御説明をお願いしたいと思います。 

○髙橋農産園芸課総括課長 桜桃につきまして、収穫時期が春なので、霜の被害等を受け

まして、生産が非常に不安定な面がございます。年によって収量が非常に上がり下がりす

ることでございますので、ハウス栽培をして被害に遭わないようにして収量を安定させる



 8 

ということが大きな課題でございます。 

 それから、桃につきましては今まで缶詰用の加工用向けが本県では多かったわけですが、

温暖化の影響もありまして、生食用につきましても今後は生産が見込めるということで、

それらの拡大を図ることによって収益を向上させるということが大きな課題でございます。 

 それから、先ほどお尋ねありました収益率でございますが、桜桃では２割から３割の収

益率になってございますし、桃であれば４割から５割という収益率になってございます。 

○髙橋元委員 桜桃は県北を中心に生産されています。桃についてはどの当たりに分布し

ているのでしょうか。県南なのでしょうか。生食用にかえていくとなると、樹木もかえて

いかなければならないと思いますが、その辺の計画はどうでしょうか。 

○髙橋農産園芸課総括課長 生食用につきましては、県南で推進する考えでございますし、

改植につきましては新しい木を植える必要がございます。改植に向けて支援する国の事業

がございますので、それらを活用しながら農家の改植を支援してまいりたいと考えており

ます。 

○髙橋元委員 計画を策定したばかりでありますし、平成 37 年度までの目標ということ

で、これからだと思います。農家の高齢化もありまして、若手に取り組んでいただければ

いいわけですが、心配しているのは 10アール当たりの労働時間がかなり多いというところ

なのです。これが今後、課題になってくるのではないかと思っています。果樹は年間を通

してさまざまな樹木から収益がありますし、ほかの稲作や畜産と複合経営することが大事

ではないかと思っていますけれども、その辺の指導はどうされていますか。 

○髙橋農業普及技術課総括課長 果樹における新規栽培者なのですけれども、ここ過去５

年間で年平均 21名の方が新規参入してございます。多くは２ヘクタール以上の規模の農家

の子弟の方が多いのですけれども、中にはＩターンして岩手県でリンゴをつくりたいと入

ってくださる方もおります。そういう方はその地域の転作農家の方に二、三年研修に入っ

て、果樹園を手放す方から受け継ぐという事例がございます。果樹は技術的に高度なもの

が求められますが、果樹の栽培指導会というものは比較的ベテランの方から若い人まで多

くの方が参加してそれぞれ意見交換をしながら技術を広めているという特徴がございます。

そういったところで農業改良普及センターと農業指導や技術の継承をしていきたいと考え

ております。 

○田村勝則委員 私は紫波町に住んでおりまして、果物は大好きです。例えばリンゴの場

合、今の時期食べると鮮度が落ちているということがあります。ここに取り組み等がござ

いますが、貯蔵性が高い品種や鮮度保持技術の普及による出荷期間の拡大ということで、

この辺をクリアできる技術を開発していくというのが重要だと思います。四季を通じて販

売を安定させるという意味では、鮮度保持剤やスマートフレッシュの利用というのもあり

ますけれども、鮮度の保持技術を高める取り組みはどのように考えておられますか。 

 ブドウについてですが、需要が高くなっていて紫波町でも生産者がふえていまして、先

ほどおっしゃったように皮ごと食べる大粒のブドウが多く生産されています。私自身も東



 9 

京にいる方々に大粒の品種を送るのですけれども、デパートで購入する品種と同じブドウ

でも全然違うと非常に喜ばれます。ただ労働時間も長く、リスクも結構あり、なかなか安

定的に供給できないわけです。その辺の取り組みを、生産者の意見も聞き取りながらどの

ようにこれから進めていくのか、その点についてお聞きしたいと思います。 

○髙橋農産園芸課総括課長 今委員からお話がありましたとおり、出荷期間の拡大、それ

から高品質なものの生産や出荷というものが非常に大事な点だと考えてございます。リン

ゴの出荷期間の拡大につきましては、岩手４号という新しい品種が非常に貯蔵性が高くな

っています。あとは、他県の品種ですがシナノゴールドという貯蔵性の高い品種を入れて

いくということと、それからお話がありましたとおりスマートフレッシュの技術も開発さ

れてきていますので、これからは鮮度保持剤を使うということを考えております。 

 今まで岩手県は、12月までの年内販売が主でしたが、年を越して長野県と青森県の出荷

時期の間にうまく出荷できるような越年の販売を進めていきたいと思います。そのときも

鮮度が非常にいいジョナゴールドなどについても、その時期に出荷できるように進めてお

るところでございます。 

 ブドウについてです。シャインマスカットという品種は非常に人気がありますが、つく

る面ではいろいろ苦労もあるところがあります。ただ、大粒の品種の中では比較的つくり

やすいという面もありまして、これらの品種を広げてまいりたいと考えています。 

 そして、南の山形県より遅く出荷できるということがございますので、そういう利点な

ども生かして、その時期に鮮度のよいものを市場に出して、消費者の評価を高めたいと考

えているところでございます。 

○田村勝則委員 リンゴの場合、私の好きなのはしゃきしゃき感があるふじです。はるか

という品種も出ました。大きさもあり、糖度もあり、蜜も入っておいしいわけですけれど

も、やはり年を越しますと、腐食が早くなり、どうしてもパサパサになってしまうという

ことがございます。ですから、鮮度の保持技術の研究を県として取り組んでいくことがこ

れから重要になってくると思います。例えばバナナは年間通してそんなに変わらないわけ

ですよね。鮮度の保持をクリアできればかなり販路も拡大していくし、リンゴ農家も生産

意欲が出て、販売量もふえてくるのではないかと思うわけですが、そこはいかがでしょう

か。 

○髙橋農業普及技術課総括課長 果樹のスマートフレッシュのような貯蔵剤は、現地の生

産者と農業研究センターが一緒に組んで確かめながら、その効果を確認しているという事

例がございます。そのため、今後におきましてもそういう現地のいろいろなニーズに対し

て、農業研究センターや農業改良普及センターが入りまして、現地の中で実習をし、効果

を確認しながら取り組んでまいりたいと考えております。 

○吉田敬子委員 国道 396号線沿いはリンゴ、ブドウ、桜桃、桃全てがそろっており、フ

ルーツラインのＰＲ促進を昨年度から始めています。広域での取り組みということで私も

注視させていただきました。農業の生産者と首都圏から来た方との交流をされていて、私
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も見に行きました。これはいただいた資料の中の(７)の消費、需要拡大対策の推進に入る

と思いますが、国道 396号線沿いの取り組みの現状を県ではどのように把握されているの

かをお伺いします。あとは加工業者との連携というところなのですけれども、県内のワイ

ナリーと生産者がつながっているものはどのくらいあるのでしょうか。シードルは実際に

ベアレンがリンゴ生産者とつながっていて、首都圏にも販売され好評だと思いますが、ほ

かにもこのような例はあるのでしょうか。 

 先ほど山ブドウの話がありました。工業技術センターでここ５年くらいの間に山ブドウ

を化粧品にできないかという研究をされていました。そういったものの何か取り組み状況

を御存じであれば教えてください。また、これも広域振興局の取り組みだったと思うので

すけれども、山ブドウと塩で加工品をつくるというのもありました。これらの販路拡大な

どの現在の取り組み状況を教えていただければと思います。 

○伊藤流通課総括課長 委員がお話になりました国道 396号線のフルーツラインは、キリ

ングループの支援事業の一環になります。キリングループが沿岸の支援とあわせまして、

被災地である生産者との交流を継続的に行うという取り組みの中の一つのプログラムで、

首都圏の企業関係者やＮＰＯの方などを巻き込みまして、地域と一緒に取り組んでいると

ころでございます。 

 私が聞いたところでは、まだ取り組み途上ということでございますが、首都圏のそうい

う関係者とのネットワークをつくるということでは非常に効果的な取り組みだと考えてお

りますので、私どもとしてもそういったところとタイアップしながら消費者の理解に取り

組んでいければいいと思っております。 

 ワイナリーのお話でございます。県が広域振興局を通じて調査したところ、ブドウを使

ったワイナリーは５工場で、792 トンをワイン用として使っています。うち山ブドウにつ

きましては、葛巻町の１工場で、56トンを製造しております。 

 工業技術センターでの山ブドウのお話でございます。工業技術センターにおいて山ブド

ウの機能性という面で何か利用できないかということでいろいろ研究をしました。当初は

県内でそれを活用する企業というのはありませんで、一時は兵庫県の醸造会社と組んでや

ったところでございます。現在県内の事業所の中でサプリメントとして商品化していると

ころがございます。昨年度の商談会などにも出展しておりまして、県内よりは首都圏、そ

れから海外から注目が集まっているという話は聞いております。 

 ６次産業化の部分では、八幡平市の生産者がみずからパッケージもしっかりとしたもの

をつくられて、昨年の東京でのフェアに参加していただいているケースもあります。私ど

もとしてはそういった取り組みをどんどん応援してまいりたいと思っております。 

○中南農業振興課総括課長 山ブドウ塩について、八幡平市の事例ということで説明させ

ていただきたいと思います。 

 これについては関東地方からの新規参入の方が、こだわりを持って栽培された山ブドウ

の商品化をするということで、温泉熱を使い山ブドウと塩を乾燥させながら商品をつくっ
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ています。県内の著名な料理人などの支援を受けながら、こだわりの商品をつくって、県

内外の高級料理店に使ってもらう取り組みでございます。県が特にかかわったものではな

く、民間の取り組みですが、農業とそれ以外の分野との連携ということで非常に情報発信

力があるのではないかと思っておりまして、産地づくりや地域の活性化にもつながるもの

と思います。今後とも必要に応じて支援等をしていきたいと思っております。 

○吉田敬子委員 国道 396号線沿いの取り組みは、キリングループの支援ということもあ

ると思うのですが、ＰＲ効果はすごくあったと思います。民間の方だけで首都圏の料理人

の方を呼んで、栽培場所を見に行くというのはすごくいい取り組みだと思いました。国道

396 号線沿いにはいろいろな果樹が栽培されていて、こういった取り組みがなされたもの

だと思います。これをモデルにしながら、県内各地で広域的な取り組みをしていただきた

いと思います。山ブドウについてのお話ですが、付加価値をつけた商品は一度ファンがつ

くと離れないと思います。特に女性は健康に気を使う方が多く、山ブドウはポリフェノー

ルが高いということで私も注視しています。山ブドウの栽培者がふえないと大変なのです

が、いろいろなＰＲをして今後とも頑張っていただきたいと思います。 

○渡辺幸貫委員 リンゴについてです。果樹農業振興計画 15 ページに、10 アール当たり

の労働時間が 188時間、経営規模は２ヘクタールとあり、その所得は 500万円ぐらいだと

記載されていますが、この数字は正しいのでしょうか。２ヘクタールということは、10ア

ールの 20倍ですが、本当に人手が間に合うのですか。そして、収穫作業はここに入ってい

ないです。技術的なことも含めて、労働時間が正しいかどうかお答えください。 

○髙橋農産園芸課総括課長 この計画に載せました仕様は、晩生のふじの経営体系として

います。いわゆる贈答用で、高単価での販売を事例として載せておりますので、販売額は

このような数字になってございます。また、２ヘクタールの雇用労賃を 50万円ほど見込ん

でおります。家族経営ではなくて、人を雇って、高く売れる品種のふじを省力的に栽培す

ることを目指す姿として載せました。 

○渡辺幸貫委員 188時間を８時間で割ると 23.5日になり、本当にやれるのかと思うわけ

です。それから現実には、摘果と収穫のときにたくさんの人を雇っているわけです。今は

リンゴに限って聞きましたが、人を雇えるかということが農業の今後の経営を左右するも

のだと思います。 

 私が農協に勤めていた 30年前に、岩手県で最初に中国人を受け入れまして、施設に泊め

ることなどいろいろ世話をして、今日までやってきました。選果場を含めて、やはり人の

確保をどうするかを考えていかないと農業はやっていけないと思います。10年後も今と同

じようにやっていけると書いてありますけれども、10年後はみんな年をとるのです。先日、

新聞に１家庭当たりの食費は、70歳を過ぎると１割以上も減ると載っていました。10年後

に今よりもお年寄りがふえたならば、食事にかけるお金が減るのです。そうすると、フル

ーツ間の競争の中でどう生きていくかが重要になってくるわけです。しかし、この計画を

みると、岩手県だけは何にも負けず、人手も確保できると書いてある気がしてならないの
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です。ところが、現実は食費も消費量も米だけでなくて減っていくだろうし、そして一番

困るのは、手伝ってくれているアルバイトが岩手県ではもう確保できなくなることです。

これは 30年前からそういう状況です。例えば、今後はもっと雇用情勢が厳しくなると岩手

県が予想したとします。そうすると、農家の方はこれから改植して農業を続けようと思っ

たけれども、そういう状況なら私の代で終わりにするという経営方針が立てられるのです。

外国人を含めて雇用が確保できるというのであればいいのですが、そうでなければ現状か

ら考えられる将来の姿を農家に教えてあげることが必要だと思うのですが、いかがお考え

ですか。 

○髙橋農産園芸課総括課長 計画の指標では、雇用の人数を１日当たり 90 人ほどと見込

んでおりますが、今委員から御指摘のあったとおり、労力確保が現地の課題になっており

ます。今のところは何とか確保できている状態ですが、今後は非常に大変になるという話

が現地から聞こえてきておりますので、雇用確保をどう支援するのかを考えていきたいと

思います。例えば、農協が広く人を募集しまして、仲介役になって農家とマッチングをす

る試みだったり、季節的に南から北へ渡り歩いて手伝いをしている若い方々がいるので、

そういう人を使ってはどうかなどです。また、いろいろな地域の工夫を凝らした方法を模

索しているところでありまして、今後も雇用労力の確保について重点的に支援をして、経

営を支えていきたいと考えております。 

○渡辺幸貫委員 渡り歩く人を雇用すると言われても信じられないので、人口統計から考

えて岩手県ではこれぐらいしか確保できないという見通しを出すべきだと思います。高い

給料を払えば、雇用は確保できるかもしれません。しかし、現実には 500万円の所得の中

ではそう簡単に給料を払えないわけで、現実的な見通しを教えてもらえば、農家は自分の

経営判断ができるのではないかと思って言っているのです。 

 先ほど、長野県や青森県において冷蔵庫で保管したリンゴを発泡スチロールで海外向け

や夏向けに出荷するというお話がありました。鮮度保持をして出荷するというお話でした。

冷蔵庫をつくるにはお金がかかりますから、農家から手数料を取らなければならないと思

いますが、それでは農家は経営上やっていけなくなると思います。今はどこの農協も四苦

八苦です。その中で鮮度保持の施設を誰がつくるのですか。どこかでそういう動きがある

のですか。 

○髙橋農産園芸課総括課長 青森県では市営で貯蔵している施設があり、大規模に１年を

通して出荷しております。岩手県につきましてはそのようなものではなくて、今試みが始

まった段階ですが、年内の出荷だったものを１月、２月ぐらいまで出荷できないかと考え

ております。したがって、まだ整備等の具体的な計画等はまだございません。農家が取り

組める範囲、小規模な範囲での試みから今始めている状況でございます。 

○渡辺幸貫委員 青森県の市営の貯蔵施設というのは 40 年以上前からの歴史なのです。

私が 30年前に見たときには、倉庫に人は入っておらず、段積みから全てオートメーション

でした。青森県の場合は半分以上が農協系統ではなく業者系統で、すばらしい設備です。



 13 

それに見習って江刺リンゴは始めたのです。青森県はそれだけ進んでいますから、とても

これから追いかけられる状況ではないと思います。これまで私はそういう質問が農家から

出たときに、岩手県の場合は 12月までいい品質のリンゴができて、青森県に勝てるから、

12月までに売り切るのですという説明をしてきました。そして、現に江刺リンゴも勝って

きました。これは誰にも負けないように糖度、かたさ、色度まで全て調べる最新のライン

をつくり、箱詰めにして出荷してきたことが大きいと私は思っています。ただ、これから

は大きな投資は難しいと思います。そういうことまで加味されて岩手県のリンゴはこうあ

るべきだということを示してほしいと思います。そうでなければ、メニューだけたくさん

あって、我々は青森県をしのぎます、また海外にも売りますときれいな答えをいただいて

も、それは可能なのか、農家の手取りがふえるのかと思うわけです。人手もないですし、

生産は少なくて、手元には 400万円も残りません。恐らく採算が確保できるのは、田んぼ

を転作したり、空いている畑で生産するなど園地だけです。昔のように造成をして、園地

をつくるということではとても採算が合わないと思います。ですから、そういうことも考

えて、県から御指導をいただきたいのです。これからの担い手は、農家が少なくなってき

ましたから、隣から教わることがだんだん減っていくのです。県にはその辺を補完してほ

しいと思うのですけれども、御見解があればお願いします。 

○髙橋農産園芸課総括課長 委員からお話がありましたとおり、岩手県の場合は青森県に

生産量で勝てないと思っております。しかし、市場から年を越しての販売に取り組んでは

どうかというニーズがございます。ただし、身の丈に合った投資の範囲での取り組みが現

実的だと思いますので、技術を模索しながら農家の所得が上がるよう進めてまいりたいと

思っております。 

○渡辺幸貫委員 それに向けた補助が担保できれば、それにこしたことはありませんが、

それには億単位のお金がかかることを申し上げます。 

○高田一郎委員 果実は、米や野菜などの主食や副食となる食材とは異なって、どちらか

というと嗜好品だと思いますので、ジュースやお菓子と競合するわけであります。そうな

ると、消費者のニーズと合致すれば消費もふえてくる思います。これから人口が減少して

いく中で、どうやって消費を拡大していくかが求められると思うのですけれども、年間１

人当たりの果実の消費量はどれくらいでしょうか。 

 またＴＰＰにかかわって、特に本県では主力品種でありますリンゴ、ブドウ、桜桃、桃

等の影響についてはどのように検討されているのでしょうか。あわせて輸出戦略という話

がありました。先ほど、ＴＰＰに参加しない台湾の話が出ましたけれども、コストがかか

って輸出戦略が難儀しているとのことでした。ＴＰＰに参加することで輸出戦略がどれだ

け可能になるのかどうかというところもあわせてお聞きします。 

○髙橋農産園芸課総括課長 果実の消費についてでございます。国では１日当たり 200グ

ラムを摂取する運動を進めておりますが、働き盛りで特に摂取が少ない状況でございまし

て、具体的には 30歳から 39歳まででは１日平均 60グラムぐらいしかとれていないもので
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す。10代でも 86グラムと非常に少なくなっておりますし、69歳のあたりで 150グラムぐ

らいとなっています。食育も重要ですし、働き盛りの世代に対してももう少しとるように

需要の拡大を進めていく必要があります。 

○中村企画課長 ＴＰＰによる果実への影響についてでございます。国の影響分析により

ますと、影響は限定的ということでございます。本県の果実につきましては、品質面でか

なりすぐれているものと思ってございますので、当然外国産と比較しても差別化が図られ

ていますので影響は小さいと考えております。 

○伊藤流通課総括課長 輸出の相手先でございますけれども、ＴＰＰ参加国の中ではシン

ガポール、アメリカ、ベトナムです。果実に関しまして、アメリカはある程度の規制があ

り、認定をとらなければならないリスクがございますので、現在は動いておりません。シ

ンガポールについては、県内からも輸出をしております。ベトナムについては、若干規制

はございますけれども、昨年度に青森県が輸出に向けて動き出したように、それをクリア

できる可能性はあると思いますので、検討してまいりたいと考えております。 

○高田一郎委員 果実は嗜好品だという話をしましたけれども、全体の傾向として消費が

決して伸びているわけではないのです。ただし、消費者のニーズに合致した場合には消費

量も伸びると思います。 

 先ほどの説明の中でもブランド商品の拡大という説明がありました。プレミアム商品の

差別化販売の促進、例えば皮ごと食べるブドウというお話がありましたけれども、これは

どれだけ消費者から期待が出ているのでしょうか。また、果樹農業振興計画の中に学校給

食での利用促進、あるいは県産果実や果樹農業の情報発信とありますが、これは非常に大

事なことだと思うのです。消費者の中には果実を余りとり過ぎると太ってしまうという誤

解がありますが、リンゴについてはアレルギーにいい効果もあるのです。ですから、正し

い情報を発信して、あるいは学校現場でも給食を活用して、果実の消費を拡大していくと

いう取り組みが非常に大事だと思うのですけれども、現在の情報発信あるいは学校給食で

の取り組み状況、そして今後 10年間の新しい計画でどのようなことを検討されているのか

をお伺いしたいと思います。 

○伊藤流通課総括課長 学校給食の件でございます。私ども２年に１度、県独自に学校給

食や福祉施設で県産品の地産地消率を調査しております。最新は平成 26年度の調査でござ

いまして、果物は 17.6％でした。平成 24年度が 20％でしたので、下がっております。こ

の原因は、給食で調理が効率化されて、加工品の利用率が高まりまして、果物そのものの

利用が下がっているためです。 

○髙橋農産園芸課総括課長 ブランド品でございますが、例えばリンゴですと、冬恋や純

情はるかがございます。平成27年度において、暫定ですが約8,000万円の売り上げでして、

リンゴ全体での売り上げが 27億円ぐらいになっておりますので、まだ３％ぐらいの率です。

これからさらに拡大を図っていきたいと考えています。 

 それから、情報発信につきましては、県内外の量販店でのフェアですとか、市町村長や
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農協の組合長などのトップセールス等を実施してございます。品質がよいことのＰＲをし

ながら県産の果実の評価を高めていきたいと考えています。 

○高田一郎委員 果実の消費量はここ何年も横ばいという状況の中ですので、やはり正し

い情報発信をする必要があると思います。そして、いろいろな商品開発を行って、消費を

伸ばすという取り組みに技術や知恵、財政を投入して取り組む必要があると思います。 

 先ほど、学校給食への活用のお話の中で、平成 24年度比で後退しているとのことでした。

この数字は県内のどういう数字ですか。学校で県産食材として活用しているのが２割しか

いないのか、その全体の果実の県内消費量が 20％なのかを示してください。 

○伊藤流通課総括課長 県内の農林水産物がどれだけ地元で利用されているかという調

査を学校や病院、保育所、福祉施設などを対象に実施しております。これを具体的に申し

ますと平成 26年度の調査では、果物におきまして県内産の利用が１万 4,162キログラムで

したし、平成 24年度は２万 789キログラムでした。消費の割合につきましては、県内産と

県外産との比較がございまして、県内産果物の消費が落ちている状況です。 

○高田一郎委員 なぜ落ちているかという要因分析ですが、恐らくこれまで学校給食は自

校方式だったものが給食センター化され、加工品を活用するほうが効率的だということだ

と思うのですが、県としてどのような認識をしているのでしょうか。 

 そして、計画では 10年間で大変厳しい農業情勢だけれども、果樹の振興を図り生産量は

維持するということですよね。そうであるならば、学校給食の点についても非常に数字が

低いわけでありますから、もう少し具体的な数値目標を持って支援していくべきだと思い

ます。ただし、学校給食の食材については父母負担でありますから、県が食材購入に対す

る支援を行うなどして 17.6％の地産地消率を 10 年間で５割にするなどの具体的な目標を

持って取り組むべきではないかと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○伊藤流通課総括課長 消費量が減った要因は、委員おっしゃるように、やはり加工品な

どを多用してきているというのが一つ、あとはコストの問題があります。やはり予算が限

られておりますので、その中で賄うということになります。そういった問題はございます

けれども、私どもとしては今後市町村を巻き込んで地域ぐるみでの地産地消を進めていき

たいと考えております。私どもが調査した相手方からのいろいろな記述などを見ますと、

どこで買っていいのかわからないなどとあり、ほとんどが業者任せの状況でした。例えば、

盛岡市なら盛岡市でとれるものを使えるような食材供給の仕組みをつくっていく、または

産直から直接仕入れていく仕組みをつくってまいりたいと考えております。 

○高田一郎委員 そういう努力をしてほしいと思うのですけれども、具体的に数字を上げ

るには、予算的に給食費がふえてしまうという問題、あるいは給食センター化に伴って加

工品にシフトしてしまうという課題があるわけです。そういう中で、どうやって県内産を

学校給食に活用するかということをクリアしていかなければならないかと思ったのです。

学校給食の食材は父母負担なわけですから、今でも恐らく年間５万円から６万円の負担に

なっていると思うのです。これが上がるとなれば、耐えられないわけですから、市町村と
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連携をしながら県産品に対しての支援をするなどの具体的な支援をしていくべきだと思い

ます。また、これは 10年間の計画ですから、計画をつくるのであれば学校給食への活用を

割合で示して、この 10年間で例えば５割にするという計画にすべきではないかと先ほど質

問したわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○伊藤流通課総括課長 学校給食に関しましてはさまざまな課題がございますので、供給

側だけで済む話ではなくて、父母を巻き込んだ学校側との議論になろうかと思います。例

えば北上市や奥州市は給食の地産地消を盛り上げるための協議会を地元関係者で開催をし

たりして、どれだけ学校給食の地産地消を高められるかという細かい取り組みをやってい

ます。そういったところに対して、県としてぜひ支援していきたいと思っております。ま

た、産直があるだけではお客さんが来ない時代になってきていますので、産直から学校給

食に供給できる仕組みづくりをしてまいりたいと思います。ただ、予算的なことに関しま

しては十分な検討が必要だと思いますので、ここでお答えはできません。 

○髙橋孝眞委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋孝眞委員長 ほかになければ、これをもって岩手県果樹農業振興計画について調査

を終了いたします。 

 次に、岩手県酪農・肉用牛生産近代化計画について調査を行います。調査の進め方につ

いてでありますが、執行部から説明を受けた後、質疑、意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、当局から説明を求めます。 

○藤代畜産課総括課長 それでは、お手元にお配りしておりますＡ４判の資料に基づきま

して、岩手県酪農・肉用牛近代化計画について御説明をさせていただきます。 

 最初に、作成趣旨でございます。この計画は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律

に基づきまして酪農及び肉用牛生産の振興を図るために必要な施策展開の指針として策定

しているものでございます。また、策定に当たりましては、平成 27年４月に公表されまし

た国の基本方針ですとか、いわて県民計画の農業施策の方向との調和を図り、策定してい

るものでございます。 

 次に、２の計画期間でございますが、今年度から平成 37年までの 10年間としておりま

す。 

 次に、３の基本方針及び主な目標についてでございますけれども、基本方針につきまし

ては本県が酪農及び肉用牛生産の主産地として持続的に発展していくため、飼養規模の拡

大と生産性の向上による足腰の強い経営を確立し、競争力の高い産地を形成していくとし

てございます。 

 主な目標でございますけれども、最初に生乳の生産数量及び乳用牛の飼養頭数の目標で

ございます。飼養戸数につきましては、今後も残念ながら減少が続くと見込まれるところ

でございます。県内におきましては年間出荷乳量 1,000トン、販売額にしますと１億円以

上という、いわゆるメガファームという農場もあらわれてきておりますので、経営規模の
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拡大や乳用牛の泌乳能力の向上、牛乳の消費拡大に取り組みまして生乳生産量はおおむね

現状維持という目標を設定しているものでございます。 

 また、肉用牛の飼養頭数の目標でございます。同じく肉用牛につきましても飼養戸数の

減少傾向は今後も続くと見込まれます。そうした中でも繁殖雌牛 20頭規模以上の農家は県

内の飼養農家の４％、数にして 200戸ほどございますけれども、こういった経営体を育て

ていきたいと考えております。また、肥育経営体では 100頭以上飼養するような経営体、

黒毛和種ですと 10％程度の 50 戸ほどありますけれども、こういう経営体をふやしていき

たいと考えております。このような取り組みによりまして、肉専用種の増頭を図りまして、

肉用牛全体の飼養頭数としてはおおむね現状維持という目標を設定しているものでござい

ます。 

 また、③の自給飼料の目標でございます。これについては目標となる牛を飼養するため

に必要となる栄養量を踏まえつつ、県内の豊富な飼養基盤から必要可能な栄養量を算出し

て設定するものでございまして、酪農で 62％、肉用牛では約 80％という目標値を設定して

いるものでございます。 

 ２ページをお開き願います。主な取り組みの内容についてでございます。(１)の担い手

の育成から次ページの(７)東日本大震災津波からの復旧・復興までの七つ掲げさせていた

だいております。最初に、担い手の育成と労働負担軽減に向けた対応についてでございま

す。担い手の育成につきましては関係機関、団体と連携した就農相談ですとか、技術習得

の場として活用いただいておりますけれども、酪農、肉用牛ヘルパーを活用して担い手育

成に努めていきたいと思っております。また②のところでございますけれども、昨年度か

ら取り組み始めました牛飼い女子の取り組みが広がりを見せておりますので、女性の経営

参画促進に力を入れまして、女性リーダーのネットワーク化やグループ活動の支援を進め

ていきたいと考えてございます。 

 また、労働負担の軽減でございます。コントラクターは県内 20カ所、ＴＭＲセンターは

県内に４カ所ございますが、このように外部から酪農あるいは肉用牛経営体を支援する組

織が広がってきておりますので、こういう組織の活用促進で労働負担の軽減につながるよ

うに取り組みを進めていきたいと考えてございます。 

 次に、(２)乳用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応についてでございます。まず、酪農

についてでございます。これにつきましては先ほど申し上げました外部支援組織であるＴ

ＭＲセンター、これは牛に与える餌を牧草から濃厚飼料と言われる配合飼料をまぜて供給

する牛版の給食センターのような組織になりますけれども、そういうものを経営の中に取

り入れた省力体系でもって、メガファームを育成していくことを進めていきたいと考えて

おります。また、牛の能力向上、１頭当たりの出す牛乳を多くしていくという泌乳能力の

向上も進めていきたいと考えております。 

 また、肉用牛でございますけれども、県内８カ所にあるキャトルセンターは、牛を冬期

間預かり農家の省力化や増頭に寄与している施設でございます。こういった施設を活用し
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た肉用牛の経営体の育成あるいは繁殖肥育の一貫経営化を進めていきたいと考えています。 

 (３)国産飼料生産基盤の確立でございます。飼料生産の省力化ではコントラクター等の

外部支援組織の育成や外部支援組織を核としました粗飼料の広域的な流通体制を県内で構

築していきたいと考えてございます。また、自給飼料の増産では飼料用トウモロコシの作

付拡大、それから面積が拡大しております飼料用米、稲ＷＣＳ（ホールクロップサイレー

ジ）の生産利用の拡大に取り組んでいきたいと考えてございます。また、放牧の推進でご

ざいますけれども、これは県内に 100カ所以上あります公共牧場の利用を基本にしつつ、

水田や耕作放棄地を有効的に活用していきたいと考えてございます。 

 (４)家畜衛生対策及び畜産環境対策の充実でございますけれども、家畜衛生対策では全

農家の巡回指導あるいは自衛防疫活動の支援を進めていくこととしております。 

 ３ページをお開きいただきたいと思います。畜産環境対策の充実・強化でございますけ

れども、これにつきましては堆肥の土壌改良資材としての活用あるいは化学肥料の代替資

材としての活用を進めていきたいと思っております。また、耕畜連携を強めていきたいと

考えています。 

 (５)畜産クラスターの取り組み等による畜産と地域の活性化でございます。これについ

ては地域全体で畜産の収益向上を図るという畜産クラスターの取り組みが最近広がってお

りますし、またいろいろなご要望もいただいておりますので、ここの取り組みを進めてい

きたいと考えております。 

 また、(６)畜産物の安全性確保、消費者の信頼ニーズを踏まえた生産供給の推進でござ

います。これは主に畜産物の販売あるいは付加価値化の取り組みという部分になりますけ

れども、これにつきましては６次産業化の推進ですとか、アジア、アメリカ等をターゲッ

トとした牛肉の輸出拡大を目指します。また、畜産物の安全性の確保、畜産物に対する県

民理解の醸成では、生産段階での衛生管理の徹底、それから理解醸成の部分で学校給食を

活用した食育あるいは産地交流を進めていきたいと考えているところでございます。 

 最後の(７)東日本大震災津波からの復旧・復興でございます。これは牧草の放射性物質

検査を行って、全て利用自粛解除にできるよう現在取り組んでいるところでございます。

また、汚染牧草が処分されるまでの適正保管の取り組みの継続について進めていきたいと

考えているものでございます。 

 その他でございますけれども、市町村におきましても県の計画策定と並行して５月まで

に市町村の酪農・肉用牛生産近代化計画の策定を予定しているものでございます。一部国

庫補助事業実施に当たってはこういった計画の策定が求められてございますので、市町村

においても県と同じような形で取り組むものでございます。 

○髙橋孝眞委員長 ただいまの説明に対し質疑、意見等はありませんか。 

○菅野ひろのり委員 乳用牛についてお聞きしたいと思います。 

 まず、近代化計画書の中の前提を確認したいのですが、９ページの経営方式の指標につ

いてです。この中で 120頭飼育すればこれだけの利益が出ると書いてありますけれども、
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経産牛、要は牛乳を出せる牛が 120頭いるということは、出産をする前の牛が必ずいるこ

とが前提なわけでありますが、そういった経費が書かれていません。私が一番懸念してい

るのが、売り上げや粗飼料生産の指標は入っていますけれども、経費の中身が全く記載さ

れていないということです。この指標はどの程度精度があるものと考えられているのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

○藤代畜産課総括課長 酪農家におきましては、育成牛を抱えた中で、過度にならない程

度の後継牛を抱えた中で生産を行っていくというのは、当然行われている行為でございま

す。この計画の中で経費が明示されていないというのは御指摘のとおりだと今思ったとこ

ろでございます。この中に示している経費の中にはその経費は含まれています。今細かい

資料を持ち合わせていないので、この経費の中の内訳ということではお答えを申し上げに

くいのですけれども、例えば平成 25年度の経産牛１頭当たりの育成にかかる経費について

は２割ぐらいで見ています。 

○菅野ひろのり委員 コストがどのくらいかというのが正確に把握できなければいけな

いと思っていますので、その詳細をぜひいただきたいと思います。 

 今回の計画では、後継者が少なくなって、頭数も減っていく中で、大規模にやっていく

ところ、後継者がいるところにお金を投資していくという流れだと思います。その場合に

メガファーム、要は 100頭以上の規模の酪農家をふやしていく前提だと思うのですが、現

在岩手県で 100頭以上の経営体はどれくらいあるのでしょうか。 

○藤代畜産課総括課長 平成 26 年度時点で 100 頭以上飼養する農家の戸数でございます

けれども、酪農家 1,000 戸中 19 戸で、割合にしますと 1.9％です。これを 10 年後には、

２倍の 40戸ぐらいまでふやしたいと考えています。また、これにつながっていくものとい

うことで50頭以上飼養する農家で見ますと、15％の150戸ぐらい現時点でございますので、

ここを底上げして、100頭以上飼養する農家にしたいと考えているところでございます。 

○菅野ひろのり委員 先ほどの指標のところであった 100頭以上飼養する農家であっても

県で試算されているのは家族経営が前提だと思います。農業全般にいえますけれども、規

模拡大だけがいいわけではなくて、それ以外の農家もしっかりと手当てした上で規模拡大

をすべきだと考えています。この計画の中で、規模拡大に当たり粗飼料生産の自給率を上

げていくということが書かれておりました。農林水産省の統計によりますと、本県での飼

料の作物作付実面積は、１農家当たり 10ヘクタールと非常に少ない規模なのです。例えば

100頭以上飼養になると 50ヘクタールは確実に必要なわけで、どの程度自給飼料の生産が

見通せているのか、お示しください。 

○藤代畜産課総括課長 県内の事例ということになりますけれども、100 頭以上飼養する

となると搾乳など牛の管理に要する時間がかなりかかってまいります。そうすると自給飼

料生産を家族経営内で賄うのが難しいような状況になってくるケースもございます。そう

いった農家においては、先ほど申し上げました外部支援組織、コントラクターやＴＭＲセ

ンターを有効的に活用して、粗飼料確保という形に誘導しながら進めていきたいと考えて



 20 

いるものでございます。 

 また、県内のコントラクターというのは地域内で動いているところがほとんどなのです

けれども、県内全域を対象にして動く広域コントラクター組織も出てきていましたので、

そこの活動も組み入れながら、大規模化を目指す経営体に対しては活用を進めて、生乳生

産の拡大を進めていきたいと考えているところでございます。 

○菅野ひろのり委員 県内全域をカバーできるコントラクターがあるというのは非常に

心強いと思いましたので、供給量がどの程度間に合うのかはわかりませんけれども、ぜひ

これからも進めていただきたいと思います。大規模経営を進める上で、１カ所に農家を集

めるということは、必要な 50ヘクタールの牧草地は点々としているはずですが、それを全

部賄い切れないとなると、今度はそこが耕作放棄地になっていくという課題もあると思い

ますので、その点についてもぜひ目を向けて考えていただきたいと思います。 

 最後に、２点お聞きします。規模拡大で家族経営のメガファームが出てきますと、酪農

ヘルパーの需要が非常に高まると思います。ここに少し書いてありましたけれども、ヘル

パーに来るスタッフの数も恐らく減少傾向になっていると思いますが、これに対する具体

的なスタッフ確保方法をどのように考えているのか、今されていることがあればお聞きし

たいと思います 

 もう一点が、和牛についてでございます。和牛の出荷の月齢を 20カ月から少し短くして

早目に出荷するというコスト削減の試みもあるかと思いますが、その計画が入っていない

と感じましたけれども、実際そういった取り組みを県で推進しているのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

○藤代畜産課総括課長 大規模化すると飼養基盤が点在化してそれが大変ではないかと

いう御指摘がありましたが、そのとおりだと市町村から聞いております。例えば牧草収穫

やトウモロコシ収穫に片道 30 キロメートルぐらいかけて行かなければならない農家もあ

ると聞いております。地域によりますけれども、農地の集約化を図るような取り組みを御

紹介させていただいて、現地ではなるべく利用権を調整できるよう取り組んでいるところ

でございます。 

 また、ヘルパーの関係でございますけれども、現時点で 16組合ございます。ヘルパーの

人数については、若干減少傾向ではありますが、今時点で 80人ぐらいとなってございます。

要員確保については、御指摘のとおり課題になってきてございます。新たに酪農に興味を

持ってやってみたいという方については、ヘルパーのところで技術習得して就農するとい

う流れがこれまでもできていましたので、その流れを要員確保につなげられるよう県では

取り組んでいるところでございます。 

 また、和牛の若齢肥育でございます。これについては来年度、宮城県でございます全国

和牛能力共進会で出品区分が若齢肥育 24カ月齢という牛がコンテスト対象となっていて、

既に県内で候補牛のための肥育も始まっております。その取り組みを通じまして、どうし

たら早く出荷できるのかというところを農家に習得していただければと思っております。
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また、若齢肥育がコスト削減につながることから、研究機関でもそういった研究を進め、

普及の現場において技術を紹介させていただく取り組みをしているところでございます。 

○菅野ひろのり委員 若齢肥育のことをお話しいただきましたけれども、長崎県でも同様

の取り組みを率先していて、長崎型新肥育技術ということで、１頭当たり 20 カ月から 18

カ月に短縮すると１頭当たり４万円のコスト削減、経営全体で 1,600万円のコスト削減に

つながるとのお話もあります。岩手県でも、早期に若年層でも出荷できるように事前に粗

飼料を少し多給するなど県独自の肥育技術を検討いただいて、宮城県での共進会に向けて

の取り組みをこれからもしっかりお願いできればと思います。 

○藤代畜産課総括課長 前回の長崎県での共進会のときには、岩手県内の農家は通常です

と９カ月齢で子牛を飼ってきて、20カ月齢の飼養を経て出荷するスタイルが主でございま

したので、その部門で上位に入るのが難しい状況でした。今回は４カ月齢ぐらいで肥育農

家に引き渡して、同じ 20カ月齢飼養してもらう取り組みを進めております。そういった中

で若いうちから肥育の仕上げまで、どういう技術があるかというところを県内の農家もよ

く習得していただけるのではないかと思っております。 

○高田一郎委員 10年計画において、規模を拡大していくということなのですが、乳用牛

については自給飼料の栽培面積や労働力、あるいは頭数の問題などいろいろと複合的に絡

み合っていると思うのですけれども、県として適正規模はどれくらいだと考えているので

すか。 

○藤代畜産課総括課長 県で乳用牛の適正規模というのは、具体的に定めているというも

のではございませんが、一つの目安として乳価がございます。現段階では 109円ぐらいま

で高まっておりますけれども、100 円ぐらいの相場の中で採算がとれるように飼養できる

形が必要だろうと思います。適正規模をきちっと定めていないというのは、その中で例え

ば交雑種の交配で一定程度収益を確保することもありますし、あるいはそんなに頭数がい

なくてもチーズやヨーグルトなどで経営内の収入を確保するという取り組みをやられてい

る農家もいらっしゃいます。もし牛乳だけを搾るのであれば、先ほど申し上げましたとお

り現時点での乳価の中で採算が合う頭数を飼っていただくというアドバイスをさせていた

だいているところでございます。 

○高田一郎委員 規模拡大の先進地である北海道などでは法人化しているところがある

のですけれども、大規模農家でも離農に追い込まれる場合もあり、決して成功していると

はいえないと思います。規模拡大に伴う過重労働やふん尿対策、また家畜の疾病予防の対

応など病気の問題もあります。大規模にすれば個体乳量は多くなるけれども、供用年数の

短縮をするということもありまして、単純に規模を拡大すれば酪農、畜産はうまくやって

いけるということではないと思います。その辺についてお伺いしたいと思います。 

 また、計画の中で、ここ数年間の離農状況の表があります。酪農と肉用牛とありますけ

れども、これは単年度ごとの実数だと思います。その下の表の法人経営体数については、

今現在県内にある法人数がこの数字で推移しているということなのですか。それとも毎年
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このぐらいずつ法人がふえているということなのですか。 

 そして、離農戸数や法人経営体が減っているのであれば、その要因をどう分析している

のでしょうか。 

○藤代畜産課総括課長 まず１点目の御質問についてでございます。大規模化のみが目指

す方向ではないのではないかというお話でございましたが、それはそのとおりでございま

す。今から酪農を始めようとすれば、ゼロからのスタートですので億単位のお金が必要に

なります。さらにこれが大規模化となりますと、飼料生産から搾乳までいろいろな機械装

備が必要になりますので、それを経営の中で償却できる経営が求められます。そうではな

くて、例えば親子で経営するほうがゆとりのある生活が送れる、そこを目指すのであれば

それはそれでありだと考えております。そういう多様な経営体が県内で育ってくれればい

いと考えておりますので、小さい経営体を否定しているものではございません。 

 また、19ページの記載内容でございますけれども、法人経営体数については、現在の実

数値でございます。大規模な法人が倒産してやめたということで、減少しているものでご

ざいます。 

○高田一郎委員 多様な経営体があるということですね。国は規模拡大を政策的にシフト

して、そこに支援をするというのが基本的な考え方です。先ほど藤代畜産課総括課長が言

ったように、畜産についても、また農産物全般に多様な担い手があって、農村がうまく回

っていると思いますので、多様な担い手を支援していくというスタンスで取り組んでいた

だきたいと思います。 

 法人経営体数については実数だというお話がありました。これは、大手の法人が経営に

行き詰まっているというお話でありますけれども、具体的にどんな理由でこれだけ減って

いるのでしょうか。国は法人化を目指しているわけですけれども、なぜ法人がこのぐらい

減ってきているのか、その要因について御答弁いただきたいと思います。 

○藤代畜産課総括課長 詳しいことはわからないのですが、最近ですと１万頭ぐらい飼養

していた会社組織については、本社組織が全国規模の会社でした。そのため、本社の倒産

に伴い岩手県からも撤退しました。また、原発事故等の影響で出荷が滞って資金繰りが苦

しくなり、法人化していたけれども、畜産業から撤退したという事例も聞いているところ

でございます。 

○髙橋孝眞委員長 審査の途中ですが、この際、昼食のため午後１時まで休憩をいたしま

す。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○髙橋孝眞委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○藤代畜産課総括課長 午前中、菅野委員から乳用牛の育成経費についてどの程度かとの

御質問を頂戴しておりましたが、そのことについてお答えさせていただきます。 

 今回の経営経費の積算の際に、乳用牛の育成費については、飼料費、乳用牛償却費、水
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道光熱費、農機具費、衛生費あるいは労働費で積算を行ってございます。飼料費が５割ぐ

らい、労働費が２割ぐらいとなっております。ただ大変申しわけございませんが、乳用牛

の育成費での積算はしておりませんでしたので、その分については現時点では数字をお答

えできないような状況でございます。答弁で大体２割ぐらいとお答えさせていただいたこ

とにつきましては、平成 25年度の酪農の経営経費の資料を持っておりました。その中で経

産牛の経費を２割以下に抑えるということで県が指導を行っていますので、そういった意

味で２割程度と答えさせていただきました。おわびして訂正させていただきます。 

○吉田敬子委員 飼料の自給率というのは、県産以外には外国産も入っているのでしょう

か。また 10年後の目標では２倍にしていくということですけれども、実際にできるものな

のでしょうか。できればしていただきたいと思うのですけれども、改めて伺いたいと思い

ます。 

○藤代畜産課総括課長 飼料の自給率ですけれども、岩手県は原発事故の影響で牧草地が

使えない状況になりました。１万 2,000ヘクタールほどを除染するため、農家には牧草を

使わないように指導し、海外あるいは他県の餌を使うように伝えています。そのため自給

率が非常に低下したところでございます。除染は 96％ぐらい完了して、使えるような状況

になってきましたので、積極的に活用推進に努めていきたいと考えてございます。そこで

10年後には何とか６割まで持っていきたいということで目標を掲げたものでございます。 

○吉田敬子委員 10年前の数字に戻すのが目標値ということでしょうか。もう一つ私が懸

念しているのが飼料用のトウモロコシというのは、ＴＰＰ締結後に海外からもっと来るの

ではないかと思います。食の安全がいわれる中で、消費者の中には飼料も気にする方が多

いので、県産の自給率の向上も大事ですけれども、国産のものを使うという努力が今後大

事になってくると思っているので、質問させていただきました。改めてお伺いいたします。 

○藤代畜産課総括課長 飼料自給率でございますけれども、原発事故前は大体４割でした。 

 それから、飼料用のトウモロコシの関係ですが、現在も海外から入ってきていますけれ

ども、牛乳生産に当たりましては遺伝子組み換えを気にされる消費者の方もいらっしゃる

ので、遺伝子組み換えではないというものを使ったりしています。また、なるべく餌のコ

ストを下げるという意味合いで岩手県産を含めた国産のトウモロコシの実だけを使って、

よりカロリーが高い餌に調製するという研究実証にも取り組んでおります。委員おっしゃ

るようになるべく県産も含む国産のものを使って飼料コストを下げる、あるいは特色を出

す取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。 

○吉田敬子委員 遺伝子組み換えのトウモロコシについては、消費者の中ですごく懸念さ

れていますので、ぜひ積極的に県産もしくは国産の使用を進めていただきたいです。この

資料にも、飼料費が生産費の約４割を占めると書いてあります。やはり安いものが入って

くるとどうしてもそちらにシフトしてしまいがちになりますので、そこを県として支援し

ていくべきだと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○藤代畜産課総括課長 委員のお話のとおりだと思います。先ほどトウモロコシのみのお
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話をさせていただきましたけれども、ここ２年ほど水田での飼料用米の生産がかなり拡大

しております。こういったものを積極的に活用して、なるべく県産のものを使っていくと

いう形で進めていきたいと考えてございます。 

○髙橋元委員 ＴＭＲセンターの説明について、添加物等との記載があり、等がついてい

るのが気になりました。添加物については人間であればいろいろな問題があるのですけれ

ども、飼料については問題ないのでしょうか。 

 それから、農場ＨＡＣＣＰの関係です。危害を与える要因ということで微生物、化学物

質、注射針の残留等があるのですけれども、この項目はどのくらいの数があるのでしょう

か。農場ＨＡＣＣＰというのは今まで私は聞いたことがなかったのですが、今後は普及し

ていくものなのでしょうか。 

 それから、放射能に汚染された牧草の処理のお話です。これについては焼却等をしてい

ると思いますけれども、現在どの程度あって、どう処理しているのか、またいつごろまで

に完了する見通しなのかを示してください。 

 そして、除染後に生産される牧草等の安全性の確認という文言があるのですけれども、

これについての見通しはどうなのでしょうか。 

○藤代畜産課総括課長 添加物についてですが、これは牛にとって必要な、例えばカルシ

ウムやビタミンを添加物ということで混合し、それを使うということでございます。 

 それから、汚染牧草の処理の関係でございますけれども、汚染牧草は約２万トン発生し

たのですが、現在 64％ほど処理が完了してございまして、残りが３割程度となってござい

ます。それについては、市町村で焼却するということになっております。昨年１年間を見

ますと 2,600トンほど処理されたという状況になってございます。今後の推移については、

一部焼却について調整している市町村がございますので、その数量により、これからの経

過を見ていく、あるいは支援していくことが必要かと思います。 

 それから、牧草の安全性の確認ですが、利用自粛解除の際に牧草検査を行って安全性を

確認しているものでございます。利用自粛をお願いした除染対象の牧草地の残りが 651ヘ

クタールほどありまして、今年度中に安全性が確認できれば全て自粛解除ということにし

たいと考えてございます。 

○菊池振興・衛生課長 農場ＨＡＣＣＰは、安全な畜産物を生産するために農場の生産工

程における被害要因を監視し、コントロールする手法でございます。現在全国で 56農場が

認証を受けておりまして、本県では６農場が認証を受けております。また、この認証は取

っていないものの、この考え方に基づいて日常の飼養管理を的確に努めているところが県

内に１農場あります。 

 今後も農場ＨＡＣＣＰの普及を進めながら、衛生面の管理を徹底してまいりたいと考え

てございます。 

○藤代畜産課総括課長 申しわけございませんが、農場ＨＡＣＣＰの概要については、菊

池振興・衛生課長がお答えしたところですけれども、項目については手元に資料がござい
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ません。確認して後ほどお答えさせていただきます。 

○髙橋元委員 添加物の件は、牛の健康増進のためと聞いて安心しました。密集して家畜

を扱うと病気が心配なために、あらかじめ抗生物質のようなものを添加するという心配が

ありましたので、お聞きしました。牛の健康面のことをしっかりとやるということはいい

ことだと思っております。 

 ＨＡＣＣＰ対応の農場は県内で６カ所あるとのことでした。これを導入したことによっ

て、販路が拡大する、あるいは販売価格等が上がるなどの影響や効果はありますか。 

○藤代畜産課総括課長 農場ＨＡＣＣＰは、国が認証する農場になります。販売に有利か

というのは少し意味合いが違いまして、モデル的に取り組まれていると承知してございま

す。これとは別に洋野町の牧場で集中的に行われていまして、乳業工場と直結した形でＨ

ＡＣＣＰに近い取り組みをしている農場がございます。ここでは差別化してなるべく付加

価値をつけて販売する取り組みをしております。 

 ＨＡＣＣＰの取り組みを行うことによって、衛生面で乳質が非常に高くなっていきます

ので、その分を乳価として課金されるということもあります。その点で農家の所得はふえ

るということになってございます。 

○髙橋元委員 費用対効果もあると思いますが、ＨＡＣＣＰに対して補助等もあるという

説明がありましたけれども、今後は対象の農場をふやしていくのでしょうか。 

○藤代畜産課総括課長 ＨＡＣＣＰを目指している農場は県内にあると聞いてございま

す。家畜保健衛生所が中心になるのですけれども、そこに対しては技術指導をして、技術

が農場内で展開できるよう進めていきたいと考えてございます。 

○菊池振興・衛生課長 先ほどのＨＡＣＣＰの項目でございます。こちらは被害を与える

要因、例えば微生物や化学物質、注射針の残留について農場ごとに決めて、その中で被害

を防止するための環境をつくるということになってございます。 

○嵯峨壱朗委員 この計画は牛ですけれども、豚や鳥の計画もあるのですか。 

肉専用種にその他という項目がありますが、これは何ですか。 

 生産近代化計画ですから関係ないのかもしれませんけれども、レンダリングについては

どう考えているのでしょうか。 

○藤代畜産課総括課長 豚や鳥については企業体でやられておりまして、県の計画として

策定しているものはございません。 

 肉専用種のその他ですが、育成牛や肥育までいかない子牛を区分して記載しているもの

でございます。 

 それから、レンダリングのことでございますが、県内に必要な施設だと認識してござい

ますが、今まで民間でしていたということと、あとは施設を運営するためには専門的な技

術あるいは販売ルートが必要になると思います。過去には民間企業で設置する動きもあっ

たと聞いておりますので、引き続き農業関係団体などの動きに対応していきたいと考えて

ございます。 
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○嵯峨壱朗委員 その他のところですけれども、短角牛はどこに入っているのでしょうか。

肥育牛や繁殖雌牛にそれが入っているのでしょうか。 

 そして、レンダリングについてです。随分議論になって、県がどこまで絡むのかわから

ないのですけれども、岩手県で処理する計画で見ると 10万頭ぐらいを想定されていますよ

ね。そうすると、その分の残渣が出るわけです。それをどう処理していくのかも考えない

と、中途半端な畜産県になっていくのではないかと懸念しています。 

 先日、全農の方とお話をしたら、牛の輸出額で一番多いのが皮で、肉ではないそうです。

宮崎県にある南国興産に何年か前に視察に行ったのですけれども、そこでも皮を一生懸命

つくっていました。そこで聞いた話ですが、塩分濃度が均一ではないものや保存している

間にまだらになったものは価格が安くなり、値段が数倍違うのだそうです。そのため、肉

だけではなくて、皮を販売することによって、畜産の売り上げを高くすることができるわ

けです。９万頭処理しているということは９万頭分の皮が出るわけですから、県がどこま

でかかわることができるのかわかりませんが、可能な限り農業団体等を含め一緒にやって

いくべきだと思います。 

○小岩農政担当技監兼県産米戦略室長 嵯峨委員の御意見についてですけれども、レンダ

リング事業は大きく二つに分けて考える必要があろうかと思います。 

 一つは、有価物の処理に係るレンダリング事業です。これは皮、あるいは脂にかかわっ

てくる事業であります。これにつきましては、現在県内に事業所が１カ所ございまして、

そこが適正に処理して、そして皮製品もつくって、流通をしていると認識しております。 

 もう一つの問題といたしましては有価物ではない、産業廃棄物である死亡牛の処理をど

うするかということです。これにつきましては、先ほど藤代畜産課総括課長がお話ししま

したとおり、ふだんの牛飼いの中で残念ながら発生してしまうものです。これは産業廃棄

物ですから、排出者責任になりますので、関係団体がどうすべきかを考える必要があると

思いますし、その上で県も畜産振興という観点から、この死亡牛の処理についてどうある

べきかを考えていかなければいけないと考えております。レンダリング事業について大き

く二つに分けて整理をして、これからも進めてまいりたいと考えております。 

○藤代畜産課総括課長 先ほどの嵯峨委員からの短角牛はどこに入っているかというお

話でございましたけれども、御指摘のとおり肉専用種の繁殖雌牛並びに肥育牛に短角牛も

カウントしているものでございます。 

○嵯峨壱朗委員 小岩農政担当技監兼県産米戦略室長が言われているように産業廃棄物

の問題であって、これをどう処理するかは県が主体的にやる問題ではないというのは、確

かにそのとおりです。ただ、畜産振興と表裏一体でなければならないので、畜産県として

は重要になってくると思うのです。ですから、排出業者だけではなく、県と一緒になって

やっていかないと難しいと思います。どこまで県が関与できるかどうかわかりませんけれ

ども、やっていってほしいと思います。 

○小岩農政担当技監兼県産米戦略室長 ただいまお話がありましたとおり、私どもは排出
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者責任といっても、丸投げするわけでは決してありません。早急にレンダリング事業を進

めるまではいかないのですけれども、当面畜産農家の不便を解消するために、県のＢＳＥ

検査施設や地域が設置すべき地域保管施設につきましても、地元の市町村あるいは農協と

協議をしながらどうあるべきかを検討して、現在その整備に向けて進めております。その

延長線上で最終的に県内で処理すべきなのか、そうでないのか。処理すべきであるとした

らどういう形がいいのかなどにつきまして、団体等とお話をしながら方向性も含めて検討

してまいりたいと考えております。 

○渡辺幸貫委員 レンダリングですが、脂や皮などのもうかる部分と、産業廃棄物となっ

て余りもうからない部分があるわけです。今、県内にある事業者は脂と皮のもうかる部分

だけをやっているわけです。しかし、もうかる部分ともうからない部分を上手に一体でや

らないとこの事業は成り立たないと思うので、その辺はぜひ配慮してやる必要があると思

います。民間に任せておけば、もうかるところだけやって、あとは知らないとなって、畜

産全体としてはバランスを欠くと思います。県として今後配慮する気持ちがあるかお尋ね

します。 

○紺野農林水産部長 いろいろと取り巻く課題もございますけれども、業界とも相談しな

がらどのような対応が適切かという観点から検討してまいりたいと思います。 

○髙橋孝眞委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋孝眞委員長 ほかになければ、これをもって岩手県酪農・肉用牛生産近代化計画に

ついて調査を終了いたします。 

 この際、執行部から岩手県南へい獣処理協議会の設立についてほか１件について発言を

求められておりますので、これを許します。 

○藤代畜産課総括課長 それでは、岩手県南へい獣処理協議会の設立について、お手元に

Ａ４判の資料をお配りしてございますので、これに基づきまして説明させていただきます。 

 金ケ崎町内への合築整備を予定しております県南 13 市町で発生する死亡牛のための県

ＢＳＥ検査施設並びに地域保管施設について、県南地域保管施設の管理運営主体となる岩

手県南へい獣処理協議会が設立されました。 

 協議会の設立は３月 30日でございます。 

 構成は１の(２)に記載してございますとおり大船渡市、花巻市など県南の 13市町並びに

関係農協など７団体でございます。 

 (３)役員でございますけれども、会長は金ケ崎町長が就任されてございます。 

 協議会が行う事業は(４)のところになりますけれども、県南家畜保冷施設の管理運営、

死亡牛の適正管理に係る知識の普及啓発に取り組むこととされております。 

 また、２の県ＢＳＥ検査施設及び地域保管施設の整備内容でございますけれども、建設

場所は金ケ崎町和光地内でございます。 

 施設概要でございますが、構造は金属造平屋建てで鉄骨造でございます。床面積が 318
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平米、死亡牛の収容能力は 33頭を見込んでいるものでございます。 

 全体の事業費は約３億 1,400万円で、県と協議会の費用負担の割合はＢＳＥ検査施設、

地域保冷施設の利用面積に応じて県が３分の２、協議会が３分の１でございます。 

 スケジュールですけれども、取りつけ道路と保管施設の整備を行いまして、11月末の完

成を見込んでございます。 

 ２ページ目でございますが、建設場所の位置図、施設平面図を載せてございます。建設

場所は写真の真ん中の赤で示してございまして、左の上に拡大したものを載せてございま

す。この設置予定場所は、最寄りの民家まで 200メートルぐらい離れているところでござ

います。 

 施設の平面図でございますけれども、施設は大きく荷さばき室、ＢＳＥ検査施設、地域

保管施設で構成されているものでございます。 

県といたしましては、協議会と連携しながら早期の施設整備とともに円滑な運営が行わ

れるように進めていくこととしております。 

○佐々木競馬改革推進監 岩手競馬の発売状況等につきまして概要を説明させていただ

きます。 

 お手元にお配りしたＡ４判の資料をごらんいただきたいと思います。資料は大きく三つ

の項目に分かれております。一つ目の項目は、平成 27年度の発売状況等でございます。３

月 28 日で平成 27 年度の全日程が終了したところですが、最終的な発売額は 232 億 8,300

万円で、計画達成費は 100.6％、対前年度比では 92.5％となっております。なお、平成 26

年度にはＪＢＣ競走という地方競馬で持ち回り開催という大きなレースを盛岡競馬場で施

行した特殊事情がありましたことから、このＪＢＣ競走を施行した日を除いて比較いたし

ますと、発売額の前年度比は 104.7％となります。また、平成 27年度の最終的な収支につ

きましては、現在精査中でございますが、当期利益は２月 22日の競馬組合議会でお示しし

た 4,500万円を上回る見込みとなっております。 

 次に、二つ目の項目は、平成 28年度の発売状況でございます。まだ１開催、６日分の半

分で開幕から３日分でございますが、発売額の実績は６億 700 万円で、計画達成率は

111.5％、対前年度比で 110.5％となっております。また、他の主催者の勝ち馬投票券を発

売する広域受託発売は４月５日からの発売となっております。 

 ２ページ目でございます。参考といたしまして、平成 28年度の開催日程等をお示しして

ございます。ことしは盛岡競馬場開設 20 周年という節目の年でもあり、シーズン中には

20周年記念競走やファン感謝イベントなども予定しております。また、水沢競馬場は希望

郷いわて国体馬術競技の会場となることから、岩手競馬の魅力発信とともに国体のＰＲに

も努めてまいります。 

○髙橋孝眞委員長 ただいまの報告に対する質疑を含め、この際何かありませんか。 

○菅野ひろのり委員 保管施設について、確認の意味を含めまして、御質問させていただ

きます。 
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 資料の２、県ＢＳＥ検査施設及び地域保管施設の整備内容についてです。11月末完成見

込みということでありますが、運用開始時期は現時点でいつになる予定でしょうか。 

○藤代畜産課総括課長 確定ではございませんが、施設完成後速やかにと考えてございま

して、現時点では 12月ごろからの使用開始を見込んでいるものでございます。 

○菅野ひろのり委員 利用者の負担金など料金設定はもうできているものでしょうか。あ

くまでもこの設備の完成見込みだけという状況でしょうか。 

○藤代畜産課総括課長 県ＢＳＥ施設について、利用料は無料となっております。地域補

完施設については、農家にどれくらい御負担いただくのかは協議会で決めていただくこと

になります。 

 ちなみに、県北に五つほど地域保管施設がございますが、そこでは牛の月齢にもよって

違ってくるのですけれども、無料のところから最大で 2,000円ぐらいという料金が設定さ

れている状況でございます。 

○菅野ひろのり委員 収容能力が 33頭で、うちＢＳＥが 16、それ以外の 17頭が死亡牛の

保管ということでしょうか。また、大船渡市などの構成団体の数が、私が想定していたよ

りも非常に多いと感じました。何カ月分保管できるなど処理能力はどの程度なのか教えて

いただきたいと思います。 

○藤代畜産課総括課長 ＢＳＥの検査施設については 16 頭の収容規模でございます。こ

れは平成 26年度の検査対象の死亡牛で 48月齢以上のものでございますが、これが１日当

たり 2.6頭ほど発生しました。年末などは運搬ができないものですから、最長で６日間そ

こに置かなければいけないということを考慮し、またＢＳＥ検査施設は家畜衛生保健所の

職員がそこに滞在して、検査のための試料をとったりすることもありますので、このよう

な面積規模や頭数とさせていただいているものでございます。また、地域保管施設ですが、

これも同じく平成26年度の死亡牛の発生頭数で48カ月齢未満のものになりますけれども、

それが１日当たり 4.2頭でした。これは最長保管期間を４日程度と見込んでこの頭数とさ

せていただいているものでございます。 

○菅野ひろのり委員 協議会で行う事業の中で、死亡牛の適正管理に係る知識の普及啓発

に関する事業というものがあります。これは施設を使う人向けなのか、それとも近隣周辺

の方に対する説明を行うものなのでしょうか。地域住民の方への説明ということであれば、

まだまだ専門的な理解が不足しているという懸念があるものですから、普及啓発に関する

事業はどういうものなのか、教えていただきたいと思います。 

○小岩農政担当技監兼県産米戦略室長 この事業の具体的な内容についてでありますけ

れども、ここで働く職員のスキルアップはもちろんですけれども、ここに死亡牛を搬入す

るであろう畜産農家の方々への指導をやっていきたいと考えています。例えば夏場は腐敗

がよく進みますので、すぐに連絡をして持ってくるようにするなどの指導です。 

 レンダリング事業者も腐敗が進んだ死亡牛については受け入れないことになっておりま

すので、そうならないように死亡牛の適正な収集運搬のための指導を畜産農家まで含めて
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やっていきたいというものです。 

○菅野ひろのり委員 先ほど死亡牛の腐敗のことについておっしゃっていましたけれど

も、農家は気をつけなければいけないと思います。また、この保管施設について、悪臭や

水質汚染はないのだろうと考えておりますが、その点を確認させてください。 

○小岩農政担当技監兼県産米戦略室長 ただいまの御質問ですけれども、これは整備に関

して特にも地元の方々から言われたことでもあります。畜産振興上、必要な施設ではあり

ますけれども、施設のジャンルからいえば、迷惑施設になります。そういうこともありま

して、整備に関しては地元の方々と何度も協議をしております。当然、汚水は流しません。

これは、建物の地下に貯留槽を設けて定期的に専門業者がくみ取って処理をしていただく

ということにしております。においに関しましても、県北の施設よりもさらに能力の高い

脱臭装置を入れることにしております。また県北では実質的に外で牛の出し入れをしてお

りますけれども、この施設はトラックごと丸ごと中に入れて、シャッターを閉めた状況で

搬入、搬出を行います。そこまで徹底してやりたいと思っております。 

○嵯峨壱朗委員 ＢＳＥに関しては予算にも出てきていましたが、ＢＳＥ罹患牛はいるの

でしょうか。 

○小岩農政担当技監兼県産米戦略室長 国内では平成 13 年９月にＢＳＥが発生しており

ますけれども、その後の平成 14年には餌の規制などの対策を打ちまして、一切発生してお

りません。それであれば何のためのＢＳＥ検査なのかということですけれども、世界的な

組織がありまして、そこでＢＳＥの発生した国々を三つのステータスに分けております。

一番上がＢＳＥのリスクを無視できる国となっておりまして、日本はここに入っています。

この条件といたしまして、死亡牛の監視をして非常に安全であることを常に確認すること

というのがあります。我々はこれにのっとって死亡牛のＢＳＥ検査をしているもので、決

してＢＳＥが発生しているものではございません。 

 ＢＳＥ検査の効果ですが、本県から岩手畜産流通センターがアメリカや香港、シンガポ

ールに牛肉を輸出しておりますけれども、これが可能になります。このＢＳＥ検査につき

ましては今後とも継続するものでございます。 

○嵯峨壱朗委員 競馬についてお尋ねします。この計画は実績額で対前年比とありました

けれども、年度当初の計画はどうだったのか教えていただけますか。 

 何回も計画を見直しをしているために、計画額に対して 100％を達成することは当然で

すよね。対前年度比較である程度わかるのかもしれませんけれども、当初に見込んだ額が

何らかの理由で達成できなかった。そして、計画変更をして、最終的には計画に対して

100％達成したとなっていますよね。 

○高橋理事心得 平成 27年度当初の発売収入計画額は 213億 6,900万円であります。 

○嵯峨壱朗委員 ということは、当初よりよかったわけですね。そうだとすれば当初の計

画も出したほうがいいのではないですか。そうすれば当初計画よりも実績が上がっている

のだということになると思います。年度の事業などを考えて、どうなっていくかという予
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想を立てて計画をつくったのでしょうけれども、それがわからないのはいかがなものかと

思います。 

○高橋理事心得 委員の御指摘の点もおっしゃるとおりでございまして、競馬改革推進室

内部で表記の仕方について工夫してまいりたいと思います。 

○嵯峨壱朗委員 これは事業ですから、当初見込んだよりもうまくいく場合もあるし、そ

うでない場合もあると思います。それを押さえておかないと、なぜうまくいかなかったの

か、またなぜうまくいったのかの分析ができないと思いますので、そうしたほうがいいの

ではないかということを指摘しておきます。 

○高田一郎委員 １月 18日から 22日までにかけて発生した暴風雪被害にかかわる被害の

現状と県の対応策についてお伺いいたします。 

 沿岸と内陸を含めて 64億円ほどの被害が発生したとの資料をいただきました。昨日、一

関市の担当の方にお聞きいたしましたら、被害から３カ月以上たっているのに、パイプハ

ウスも撤去できない、再建の見通しがなく、この機会にやめざるを得ない実態があるとい

うことで大変驚きました。 

 そこで、現在県として被害の状況、あるいは再建状況がどうなっているのか、また県と

してどういう支援を行ってきたのか、詳細な説明をいただきたいと思います。 

○中村企画課長 １月に発生しました暴風雪波浪の農林水産関係の被害につきましては、

水産関係を中心に約 64億円ということで確認してございます。これまでどのような対応を

してきたかということでございますけれども、農業共済に加入しているパイプハウスにつ

きましては早期の共済支払いに向けて対応するよう要請したところでございます。また、

農業改良普及センターなどを通じて低利な運転資金を紹介していますし、施設の整備等に

つきましては、県単独事業のいわて地域農業マスタープラン実践支援事業や、国が今回の

災害に対応いたしました産地パワーアップ事業等の活用について進めているところでござ

います。 

○高田一郎委員 さまざまな支援をしているということですけれども、そういう支援をし

ている割には、先ほど言ったように撤去もできない、あるいは再建の見通しも立たず、や

めざるを得ないという状況が出ているのです。 

 現地で聞いたのですけれども、パイプハウスの撤去費用は 10アール当たりで 20万円ぐ

らいかかり、現在、市とＪＡと農家それぞれ７万円程度負担をするという新しい事業を展

開しているそうです。それから、再建となりますと 10アール当たり 100万円ほどかかるの

ですが、これがなかなか大変だそうです。 

 先ほど共済の話がありましたが、加入率は３割程度です。しかも減価償却でみますから、

実際は 10年や 20年たったパイプハウスは大して共済金がおりないということで二の足を

踏んでいる状況です。先ほど地域農業マスタープランや国の産地パワーアップ事業の話が

ありましたけれども、なかなかハードルが高いわけです。産地パワーアップ事業について

はＴＰＰ対策ということで、生産コストを 10％以上下げなければならない、販売額を 10％
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上げなければならない、また規模拡大や効率化を求めていて、それができる事業体でなけ

れば支援できないものとなっています。県単独事業のいわて地域農業マスタープラン実践

支援事業についても、現場の実態を聞きますと、予算の枠が少なくて、対応できないそう

です。これらを打開していかないとまずいのではないかと思うのですけれども、この点は

いかがでしょうか。 

○中村企画課長 共済金につきましては、２年ほど前に制度の充実が図られまして、撤去

費用等につきましても共済の対象となる状況になりました。ただし、委員のお話にござい

ましたとおり、施設が古くなれば、制度としてあっても、なかなか入らないという実態に

なっているのはそのとおりかと思います。 

 そういうことで、国も産地パワーアップ事業等を用意されてございますけれども、産地

をどのようにこれからつくっていくのかというきちんとした計画を立てて被災農家も巻き

込んだ上で、産地づくりの中で整備を進めていただければと考えてございます。また県単

独事業につきましても、市町村の考えているいろいろな支援等があると思いますので、地

域として産地の担い手をどのように育てていくのかという視点でもって整備を進めていた

だければいいと思ってございます。 

○高田一郎委員 先ほど中村企画課長から共済の支払いや運転資金の問題等、それから国

のさまざまな事業があるというお話がありましたけれども、これで進んでいないのです。

先ほど午前中の質疑の中で、国が進める大規模農家育成や効率化のみだけではなくて、多

様な担い手が必要で、そこに支援することが岩手県の姿勢だという話をされていました。 

 今回被害を受けたのは中山間地域ですから、ここに支援をしないと園芸農家は潰れて、

後継者が育たないのです。私は被害を受けたホウレンソウ農家に聞きましたけれども、後

継者が決まりつつあるそうです。しかし、今回のこの被害で県が支援してくれないと、将

来展望がないと話されていました。 

 国の産地パワーアップ事業というのはハードルが高くてかなり難しいです。私は、県単

独事業のいわて地域農業マスタープラン実践支援事業費を増額すれば、この被害農家は継

続できるのです。支援をぜひやってほしいと思いますが、部長の御所見はいかがですか。 

○紺野農林水産部長 実態はそのとおりかと思います。ただ、そういった農家に対して、

県のみが支援すべきなのか、当該被災地の市町村や団体も含めてどのような対応ができる

のかを検討させていただきたいと思います。この場で、直ちに支援できるかどうかという

のは、お答えしにくいものがございますので、まずは検討させていただきたいと思います。 

○高田一郎委員 ぜひ検討していただきたいと思います。ＪＡも市町村も関係者のみんな

が努力して、それぞれ支援策を打ち出しています。ただ、どうしてもＪＡや市町村の努力

だけでは大変なので、県にも要請しております。当時、小原農林水産部長に聞きましたけ

れども、あれから３カ月たちますから、再建の見通しが立てるようにぜひ支援をしていた

だきたいと思います。 

 次に農業農村整備事業についてお聞きいたします。先週、国の農村整備事業の予算配分
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についての情報提供をいただきました。当初予算の 67％、国庫補助ベースでは 69％という

非常に厳しい予算が配分されたようであります。 

 きのう、部要望ということで政府と県選出国会議員への要請がされたと伺っております。

その要請内容について、もしわかれば説明いただきたいと思います。 

○鷲野企画調査課長 ただいま委員おっしゃったとおり、昨日農林水産省及び県選出国会

議員の方々に農業農村整備事業の予算について要請活動を行いました。内容は、委員おっ

しゃったとおり、平成 28年度の当初配分につきまして、県予算に対して国費の配分が少な

いという状況の説明、あわせまして本県の基盤整備のおくれている状況や施設の老朽化が

進んでいる状況にあることなど、本県の実情を含めて平成 28年度の予算の追加措置等につ

いて部単独の要望を行ったところでございます。 

○高田一郎委員 要望を行ったのはわかりますけれども、政府の対応がどうだったのかと

いうことと、あわせて自民党の県選出国会議員にも要請されたと伺っていますが、その対

応についてもお聞きいたします。 

○鷲野企画調査課長 昨日県選出の国会議員の方にも御説明をしました。平成 21 年度と

平成 22年度に農業農村整備関係の予算が大幅に削減され、まだその予算に届いてないとい

うことで、引き続き増額が必要だという話があったとのことです。さらに、農林水産省に

つきましても岩手県のみならず、全国的に都道府県の要望に対して不足している状況であ

りますので、引き続き予算の確保に向けて努力していく旨の回答をいただいているところ

でございます。 

○高田一郎委員 農林水産省はそういう答弁をするでしょうね。こういう予算配分という

のは２年連続ですよね。現場では昨年も大変な驚きで、落胆の声が出ました。これによっ

て事業計画が見直しになりますからね。例えば冬場の農閑期にする予定が農繁期にしなけ

ればならないということで転作にもかかわる、あるいは土地改良区への負担金もふえるわ

けです。また、事業ベースが延びることによって、事業全体の予算の変更も行うわけです

けれども、６割台の配分について県内にどういう影響が出ているのでしょうか。 

 そして、当初県がつくった予算は毎年見直しされるものですから、それが妥当な数字だ

ったのかどうかを含めてお伺いしたいと思います。 

○伊藤農村整備担当技監兼農村計画課総括課長 平成 27 年度の当初の国の配分は、県予

算に計上いたしました国費に対して 57％程度の充足率だったということで地元の方々の

期待に応えることが到底できない金額でございました。それを踏まえまして、昨年度の事

業の実施に当たりましては、予定しておりました面整備の工事を縮小しました。それに伴

って営農の準備も見直さざるを得ない、暗渠排水の工事についても予定した範囲ができな

くて、その後に予定している作付にも影響があるなど、さまざまな混乱が現地において起

きたと承知しております。また、継続地区のみならず、新規地区の採択におきましてもそ

ういった影響は波及してきていると思っております。地域の方々は新規採択に対して期待

も多くなっておりますが、それが先延ばしになったという印象も持たれているかと思って
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おります。 

 そういった状況が平成 28 年度においても完全に解消されているわけではないという状

況で、充足率は去年の 57％に比べて六十数％と７割程度まで若干上がってはおりますけれ

ども、地域の皆さんの期待に応えるためには更なる予算確保が必要だと思っております。

本県の場合は農地の８割が中山間地域にございまして、新規の要望も中山間地域から多く

出されてきております。先ほど中山間地域の地域政策の重要性というお話もございました

ので、中山間地域の基盤整備を進めながら営農を継続していただく取り組みは本当に重要

だと思っております。 

 平成 27年度におきましては、途中ＴＰＰ関連対策などの補正予算もございまして、それ

らを含めますと平成 27 年度の県の当初予算に対して充足率が 85％程度になっているとい

う状況ではありましたが、完全には満たし切れていない状況でございます。 

 今後につきまして、今回の要望等の中でもＴＰＰ関連対策の継続的な措置も盛り込ませ

ていただいておりますので、まずは平成 28年度の配分された予算を早期に執行するという

ことを進めながら、必要な予算の措置について引き続き国に強く要望してまいりたいと考

えております。 

○高田一郎委員 県内各地で事業展開しているところに昨年もことしも大幅な予算削減

で、新たな負担も求められ、営農意欲が減る状況ですので、ぜひ国にしっかりと予算要求

をして対応していただきたいと思います。 

 今後、第２次補正、あるいはＴＰＰ関連対策、これはＴＰＰあるなしにかかわらず、予

算措置してもらわなければならないと思うのですけれども、この見通しはどうなのですか。 

○伊藤農村整備担当技監兼農村計画課総括課長 全国からたくさんの要望があって、今回

の当初配分が全国の要望に応え切れていないという状況であることは農林水産省としても

認識しているとおっしゃっていました。今後につきましては必要な予算が補正等を通じて

確保できるように、たくさんのパイプやチャンネルを通じて我々も実情をしっかり伝えて

いくなど、いろいろな取り組みをしていきたいと思っております。 

○高田一郎委員 生産現場では非常に混乱が起きていると思います。国にかわって説明責

任をしてほしいということではないのですが、今後しっかりと県が現場に行って、なぜこ

ういう状況になったのかを説明をしていただいて、理解をいただきながら事業を進めてい

くという対応をしていただきたいということを要望して終わります。 

○吉田敬子委員 県のオリジナル品種の銀河のしずくについてお伺いいたします。先日、

農林水産委員会の委員を呼んでいただきまして、イベントに参加させていただきました。

また、きょうは米穀園芸生産流通議員研究会の中でもお米をいただきました。 

 これから平成 28年産米が作付、生産、販売となっていくと思います。実験に協力してい

ただいた農家がいらっしゃると思うのですけれども、数はどれくらいだったのでしょうか。

また、平成 28年産米の生産農家数はどのくらいあるのでしょうか。 

販売についてですけれども、販売は基本的にはＪＡと、あとは自社で個別に販売できる
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ようになっていると伺っているのですが、自社で販売する農家はどのくらいあるのかお伺

いしたいと思います。 

○星野県産米戦略監 平成 27 年度の銀河のしずくの協力農家は７カ所ございます。１人

１カ所の田んぼを貸していただきました。平成 28年産につきましては、一般栽培に向けて

63経営体で取り組みを開始しております。 

 販売の関係でございますけれども、一般販売はＪＡを通じることで考えておりますが、

数量がふえることもございますので、３経営体が販売実証の試験ということで、取り組ん

でございます。 

○吉田敬子委員 ３経営体がＪＡ以外で自社販売できるということでした。平成 27 年度

の実験の圃場として７カ所あったわけですが、私はその中の農家にお話を伺って相談を受

けました。この農家は販売までできればやりたかったそうです。選定があったのはわかっ

ているけれども、圃場を提供し、視察を受けたり、とぎ方や炊き方についても研修を受け

たのにもかかわらず、実際には販売はできなかったそうです。ことし初めてということで、

その３経営体の方に限られたのかもしれないのですけれども、その選定の基準はどうなっ

ていたのでしょうか。平成 29年産米以降は、販売を拡大していくと思うのですけれども、

それに関する県の考え方はどうなっているのでしょうか。また、実験にかかわっていただ

いた農家に対してどのような説明をされたのかをお伺いしたいと思います。 

○星野県産米戦略監 販売実証をしている３経営体につきましては、法人経営ということ

で継続性が担保されるということを前提に選定しました。また実際に栽培された方につき

ましては、それぞれの農協の中で腕が立つ人ばかりなので、農協の枠の中でできるものだ

と考えております。法人実証の場合は、あくまでも実証なので栽培面積１ヘクタール限定

になります。ＪＡが取り組む場合には、ＪＡの裁量の中で面積を決めるということになり

ます。また販売につきましても、法人でなければ販売できないということはなくて、農協

と相談して、売り先が確定できれば、その方のお米を売り先に持っていくという方法はあ

るかと考えてございます。現地実証ということで、平成 29年度までの２年間やる予定です

ので、拡大するかどうかにつきましては今後検討していきたいと思っています。 

○吉田敬子委員 今回選ばれた３経営体の方々が実際に今まで自社販売してきたことが

なかった農家だったり、米生産農家だけではない方々が選ばれているようです。実験に携

わった方々が本当は自分たちがやりたかったということで、県に対して不信感を抱いてい

ます。平成 28年産米は三つの経営体でいくと思うのですけれども、自分たちでもっと販売

も頑張っていきたいという方々もいるみたいですので、ぜひそういったところに拡大して

いくという検討もしていただきたいと思っておりますが、御所見を伺います。 

○星野県産米戦略監 誤解があるようでしたのでお話しますが、その３経営体につきまし

て、米を実際に生産している方に限定されます。品質管理ができない方にはやっていただ

けません。ＪＡに対して行った同じ内容のプレゼンテーションをしていただき、中身を審

査して、問題ないということで３経営体に決定したところでございます。 
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 平成 30年度以降は生産量がふえますけれども、それに対応するためにいろいろな生産、

販売の方法は考えていかなければいけないと考えてございます。しかし、先走ることによ

って、値段を下げて、ブランド価値を下げてしまうことも考えられます。その辺をしっか

り考えながら御理解いただいたところで取り組んでいきたいと思います。 

○髙橋孝眞委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋孝眞委員長 ほかになければ、これをもって本日の調査を終了いたします。 

なお、連絡事項でございますが、当委員会の県内・東北ブロック調査につきましては、

さきの委員会において決定いただきましたとおり、５月 26日から 27日まで、１泊２日の

日程で実施いたします。おって、通知いたしますので、御参加願います。 

 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、これをもって散会いたし

ます。 

 


